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別紙 1 
 

圧縮水素ガスを燃料とする燃料電池自動車等の基準（概要） 
 
 １ 衝突時の安全を含む水素安全関連   
 

圧縮水素ガスを燃料とする自動車（燃料電池自動車だけでなく、内燃機関自動車も含む）

に関し、 
● 水素ガスを漏らさない、漏れても滞留させない、漏れたら検知し遮断する。 
● 水素を含むガスを排出する場合には、安全に排出する。 
● 衝突時でもガソリン車等との同等の安全性確保（水素ガス漏れ抑止）を行う。 
を基本的な考え方とし、技術的要件を規定。 
 
（主な技術的要件） 

 配管やその接続部からの水素ガス漏れを防止するため、気密性能について規定。 
 ガス容器や配管から水素ガスが漏れたとしても、滞留したり、車室内に侵入しないように

するため、ガス容器や配管の取付位置、取付方法等について規定。 
 水素ガス漏れを検知するため、検知器の取付位置及び性能について規定。 
 燃料電池スタック（水素と酸素を反応させて電気を発生させる装置）からの不要な水素ガ

スの排出に関し、安全を確保するため、水素濃度上限値を規定。 
 衝突（前・後面衝突、側面衝突）の際の水素ガス漏れを抑制するための技術的要件を規

定。 
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 ２ 高電圧（感電保護）関連  

 
燃料電池スタックから発電される動力用の電気は高電圧となることから、燃料電池自動車

に関し、感電保護のための電気自動車に関する ECE 規則（注 1）をベースとしつつ、燃料電池

自動車特有の要素も加味して、高電圧からの感電保護に関する技術的要件を規定。 

                                            
（注 1） 国連の相互承認協定（1958 年協定）に基づき制定される規則。 
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別紙 2 
 
道路運送車両の保安基準等の一部改正に係るパブリックコメントに対する回答 
 

１ 意見の集計 

 
● 賛成・・・・・・・・・・・・・・   １件 
● 反対・・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 
● 基準案に対する意見・  ３件 
● その他の意見・・・・・・   １件 
 

２ 意見に対する国土交通省の回答 

 
（基準案に対する意見） 
イ．水素ガス漏れの検出は、ガスを直接検知する方法が適切。 

 
回答： 水素ガス漏れ検知器により直接検知する方法を義務付けます。 
 
ロ．水素ガス漏れ検知器について、有効な取付位置を具体的に明示した基準が必要。 

 
回答： 水素ガス漏れ検知器については、主止弁から燃料電池スタックに至る構成部品（一

体成形の配管を除く。）を設置している区画内の上部付近等検知しやすい位置に装備

しなければならないこととします。 
 
ハ．水素ガス漏れ検知器は、6 ヶ月から 12 ヶ月毎の定期検査を明示した基準が必要。 

 
回答： 自動車の検査の際には、水素ガス漏れ検知器の性能の確認を行うこととします。また、

燃料電池自動車の点検に関しては、自動車製作者から必要な情報が使用者に提供さ

れることとなっています。 
 
（その他の意見） 
ニ．圧縮水素を燃料とする自動車は、その使用過程も含め、安全を確保することは難しく、

圧縮水素の使用を想定すべきではなく、水素吸蔵液体を利用する方に施策をシフトす

るべき。 
 
回答： 燃料電池自動車は、その実用化・普及が強く期待されているところです。このため政

府は、2002 年 10 月、安全性の確保を前提としつつ、包括的な規制の再点検を進める

こととし、車両に関しては、型式認証制度の整備を行うとされました。これを受け国土交

通省では、圧縮水素ガスを燃料とする燃料電池自動車の安全確保について技術的な

検討を行い、必要な安全基準を整備することとしたものです。 


